出張旅費規定

株式会社○○○○

出張旅費規程
（目的）
第1条 この規程は、就業規則により、役員および社員の業務上の出張について定めたものである。
（出張届）
第2条 出張を命ぜられた場合は、所定の様式に従って、出張先、期日、用件、宿泊するときは宿泊地等を記入して、会社に届け出なければならない。
（旅費の支給）
第3条 役員および社員が業務上で出張する場合は出勤扱いとし、この規程により交通費、宿泊費等の旅費を支給する。
（旅費の計算）
第4条 旅費は最短経済路によって計算する。ただし、業務の都合、または天災、交通事故その他やむを得ない理由で順路によることができなかったときは、実際に通過した路線によって計算する。
（旅費の前渡し）
第5条 旅費は、出発前に予算金額以内で仮払いを受けることができる。
ただし、近距離の日帰り出張については、精算払いを原則とする。
（旅費の精算）
第6条 旅費の精算は、帰任後２日以内に所定の様式に従い、証拠書類を添付して精算しなければならない。なお、正当な理由なくして出張終了後２週間以上精算しないときは、旅費を支給しないことがある。
（出張中の労働時間）
第7条 出張中は通常の就業時間に勤務したものとみなし、原則として割増賃金の支給はしない。
ただし、会社が時間外勤務として認めた場合は割増賃金を支給する。
2 出張期間中の休日については賃金を支給しない。
3 出張中の移動時間については賃金を支給しない。
ただし、会社が時間外勤務として認めた場合は割増賃金を支給する。
（日帰り出張範囲）
第8条 日帰り出張とは、会社を出発して通常日帰りで往復できる地域への出張をいう。
（日帰り出張旅費）
第9条 日帰り出張の場合は、交通費実費を支給する。
（宿泊出張旅費）
第10条 宿泊出張の場合は、交通費および宿泊費の実費を支給する。
2 社員の宿泊費は７０００円の範囲内で実費を支給する。
3 管理職（課長以上）の宿泊費は９０００円の範囲内で実費を支給する。
4 役員の宿泊費は実費を支給する。
（交通費）
第11条 交通費は次の区分に従い実費を支給する。
	 eq \o\ad(区分,　　　　　)
	 eq \o\ad(役     員,　　　　　)
	 eq \o\ad(社     員,　　　　　)

	 eq \o\ad(列車,　　　　　)
	 eq \o\ad(グリーン,　　　　　)
	 eq \o\ad(普通車,　　　　　)

	 eq \o\ad(新幹線,　　　　　)
	 eq \o\ad(グリーン,　　　　　)
	普　通　車

	 eq \o\ad(船舶,　　　　　)
	 eq \o\ad(1等,　　　　　)
	 eq \o\ad(２等,　　　　　)

	 eq \o\ad(航空機,　　　　　)
	 eq \o\ad(ビジネス,　　　　　)
	 eq \o\ad(エコノミー,　　　　　)

	タクシー等
	 eq \o\ad(実費,　　　　　)
	 eq \o\ad(実費,　　　　　)


［注］社員については、原則タクシーの利用を認めないが、会社が認め
た場合には利用することができる。
2 社有車等を使用する場合は、会社が認める範囲内でガソリン代および高速道路利用料金を支給する。
3 自家用車で出張する場合は実費を精算する。ただし、この実費については１ｋｍにつき２０円で計算する。
4 日当、宿泊を伴い片道１００ｋｍ以上の場合は以下の通り支給する。

	
	 eq \o\ad(役     員,　　　　　)
	 eq \o\ad(社     員,　　　　　)

	国　　　内
	5,000
	3,000

	国　　　外
	10,000
	5,000


（施行）
第12条 この規程は、平成　　年   月   日より施行する。
